
【令和 6年度（2024年度）熊本市東部公民館】 

生涯学習自主講座受講生募集案内 

 
１ 生涯学習自主講座について 
■講座の運営及び内容 

    講座生の皆様で運営していただきます。内容は、初心者向けの学習を基本とします。 

■受講資格 

    熊本市内に居住・勤務・通学する方、または、熊本市内で活動している方です。 

  ■開設条件 

    講座の開設は、原則として 10名以上の申込者を必要とします。 

  ■開設予定講座 

66講座を予定しています。 

※講座の詳細については、裏面「令和6年度生涯学習自主講座一覧(開設予定)」をご覧ください。 

■開設期間及び講座回数 

4月の開講（開級）式から翌年2月の閉講（閉級）式までの期間で、月2回の学習を基本とし、講

座回数は年間20回以内です。 

■学習時間 

1回2時間を基本とし、各時間帯は下記のとおりです。 

＜午前の部＞午前9時から正午までの間で2時間    

＜午後の部＞午後1時から午後5時までの間で2時間 

＜夜間の部＞午後6時から午後9時半までの間で2時間 

■受講料 

受講料は、有料です。講座により、金額が異なります。 

※用具類の準備や教材費等が必要な講座もあります。 
 

２ 生涯学習自主講座自治会への加入について 
  ■講座生の自主活動を促進し、活発な公民館活動を目指すために、生涯学習自主講座自治会が

組織されています。自治会費は、年間お一人 1,000円です。 

 ■自治会費納入は、講座初日に各講座の担当者（代表者または会計）にお預けください。 

  

３ 生涯学習自主講座の申込み及び受講可否の結果通知について 
■申込み 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■受講可否の結果発表 

◇公民館に備えた各講座の申込書に必要事項を記入し、申込箱に入れる「投函方式」で行います。

お電話、FAX、ハガキ等でのお申込みはできません。 

◇申込み（投函受付）期間は、 

令和６年（202４年）1月2３日（火）から2月２１日（水）までです。（休館日除く） 

       ※どなたでもお申し込みいただけます。 

※応募者多数の場合は初心者を優先します。 

※前年度から継続してお申し込みされる方は講座内での申し込みも可能です。 

◇申込み（投函受付）時間は、原則として午前9時から午後5時までです。 

◇申込書の記入及び投函場所は、公民館事務室横の「学習スペース」です。 

◇申込書と一緒に、準備物などをお知らせしたミニチラシを置いていますので、各自お取りください。 

◇申込み者が10人に達しなかった講座は、開設申請者に連絡し、開設有無の最終確認をします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ その他 
■生涯学習自主講座に関することでご不明の点がございましたら、ご遠慮なく公民館事務室にお
問い合わせください。 
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◇結果の表示は、令和 6年（2024年）3月８日（金）の午前 9時より開始します。 

◇受講できるかの結果は、「申込番号」でお知らせします。 

  「申込番号」は、申込書に記載してあります。必ず「控え」を保管し、ご自分の「申込番号」をご確

認ください。公民館からお一人お一人に結果のご連絡はしません。 

◇以下の 2つの方法でお知らせします。 

①公民館の館内掲示  

②東部公民館ホームページ  

 

◇お知らせ方法は、以下の 3通りです。 

  ①申込人数が定員に満たない講座の場合 

「定員以内でしたので、全員受講決定です。」と通知し、 

申込番号を表示します。 

 （右図参照） 

    

  ②申込人数が定員を超えた講座の場合 

「抽選の結果、以下の通りです。」とし、 

当選者（受講できる方）の申込番号を表示します。 

また、キャンセル待ちの方の申込番号も表示します。 

（右図参照） 

 

 ※キャンセル待ちとは… 

当選者の中から辞退者が出た場合に 

公民館から「受講できます」と連絡を入れる順番を表わしています。 

        キャンセル１（キャ１）から順番に連絡を入れます。 

 

  ③申込講座が未開設の場合 

    「定員を下回り、開設申請者と協議の上、未開設となりました。」 

    と表示します。申込番号は表示しません。 

 

※受講が決定された方は、講座初日に各講座の指定の場所に行かれてください。  

講座初日の日程や準備物はミニチラシをご覧ください。 

※①と②の方法での確認が難しい場合のみ、 
電話でおたずねください。 

 


